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議 題  第一号議案「東京都市計画防災街区整備方針の変更（東京都決

定）」について 

     第二号議案「東京都市計画高度地区の変更（大田区決定）に係 

          る第一次素案」について 

 

 

概 要 

 

 

議決事項  第一号議案「東京都市計画防災街区整備方針の変更（東京都決）」

については、諮問のとおり定めることが適当である。 

       第二号議案「東京都市計画高度地区の変更（大田区決定）に係る第

一次素案」については、諮問のとおり定めることが適当

である。 

 

その他 

 提出資料 第一号議案 諮問文（写） 

      事前資料１ 計画書（大田区部分） 

      事前資料２ 附図（大田区部分） 

事前資料３－１ 説明資料 

      事前資料３－２ 説明資料 

      意見照会（写） 

      第二号議案 諮問文（写） 

      事前資料１ 東京都市計画高度地区の変更（大田区決定）に係る第一

次素案について（案） 

      事前資料２ 東京都市計画高度地区の変更（大田区決定）に係る第一

次素案（平成26年８月作成）（案） 
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西 山 幹 事  お待たせいたしました。本日は、お忙しい中、また暑い中ご出

席をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の審議会の議事に入るまでの間、司会を務めさせていただき

ます、都市計画担当課長の西山でございます。 

 なお、幸田副区長についてでございますが、所用につき本日は欠

席とさせていただいております。 

  初めに、今年度 初の都市計画審議会でございますので、川野

部長よりご挨拶を申し上げます。 

川 野 幹 事  皆様、こんにちは。まちづくり推進部長の川野でございます。

本日は、大変お忙しい中、お暑い中、都市計画審議会にご出席を賜

りましてまことにありがとうございます。また、日ごろより大田区

の行政の推進に関しまして、いつも温かいご支援・ご理解をいただ

きまして心より御礼申し上げます。 

 大田区では、大田区都市計画マスタープランに定めます、都市づ

くりの理念に基づき、それぞれの地域の特性を踏まえながら、地域

力を生かした快適で活力あるまちづくりを進めているところでござ

います。本日、ご審議をいただきますのは、二つの案件でございま

す。 

 第一号議案につきましては、災害に強い都市づくりに向けて木造

住宅密集地域における防災機能が確保された街区を整備する防災街

区整備方針の変更でございます。 

 そして、第二号議案につきましては、地域特性を踏まえた住環境

の保全に向けて高度地区の変更を行うというものでございます。こ

の案件につきましては、これまでも本審議会に報告をさせていただ

いたところでございますが、このたび、第１次素案として区として

の考え方をまとめさせていただいたところでございます。 

 以上、二つの議案につきましてご審議のほど何とぞよろしくお願

い申し上げます。 

西 山 幹 事  続きまして、本日の委員の皆様のご紹介をさせていただきたい

と存じます。都市計画審議会委員につきましては、区議会議員の委

員の方を除きまして、平成26年４月１日から平成28年３月３１日の

２年間が任期となっているところでございます。 
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 本日は、新しい任期になりまして、 初の審議会でございまして、

新しくご就任いただいた委員の方も多数いらっしゃいます。つきま

して、川野部長より皆様のご紹介をさせていただきます。あわせて、

机上のほうに「大田区都市計画審議会委員名簿」を配付させていた

だきましたので、ごらんいただければと思います。 

 なお、新任の委員の方につきましては、名簿の備考欄に「新任」

と表示させていただいております。 

 それでは、川野部長よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  それでは、お手元にご案内をさせていただいております、委員

名簿に従いまして、「学識経験のある者の委員」の皆様からご紹介

をさせていただきます。 

 小西恭一委員でございます。 

小 西 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  志水英樹委員でございます 

志 水 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  中井検裕委員でございます。 

中 井 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  中西正彦委員でございます。 

中 西 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  今井克治委員でございます。 

今 井 委 員  今井でございます。よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  日野明美委員でございます。 

日 野 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  続きまして、平成26年５月２６日付けで「区議会議員の委員」

の交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。 

 伊藤和弘委員でございます。 

伊 藤 委 員  はい、よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  深川幹祐委員でございます。 

深 川 委 員  よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  冨田俊一委員でございます。 

冨 田 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  玉川英俊委員でございます。 
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玉 川 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  森愛委員でございます。 

森  委  員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  佐藤伸委員でございます。 

佐 藤 委 員  よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  続きまして、「区民又は東京都若しくは関係行政機関の職員の

委員」の皆様をご紹介させていただきます。 

 樋口幸雄委員でございます。 

樋 口 委 員  よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  鈴木秀夫委員でございます。 

鈴 木 委 員  よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  平本叔之委員でございますが、今日はご欠席でございます。 

 馬場宏二郎委員でございます。 

馬 場 委 員  よろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  原川英俊委員でございます。 

原 川 委 員  原川です。よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  萩原正男委員は、今日はご欠席でございます。 

 また、本日の幹事につきましては、ごらんいただいております委

員名簿の裏面、こちらのほうにご案内しているとおりでございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

西 山 幹 事  続きまして、会長の選出でございます。本日は、新しい任期に

なりまして、 初の都市計画審議会の場でございます。新たに、会

長が選出されるまでの間、通例に従いまして大田区議会議員の伊藤

委員に議事進行をお願いしたいと存じますが、皆様よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

西 山 幹 事  ありがとうございます。それでは、恐れ入ります。伊藤委員、

議事進行をお願いしたいと存じますので、中央の座長席のほうへ移

動をお願いいたします。 

伊 藤 委 員  ただいま、ご指名をいただきました伊藤でございます。円滑な

議事進行にご協力をお願いいたします。 

 それではまず、本日の審議会の成立について、事務局から報告を
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お願いいたします。 

西 山 幹 事  それでは、本日の審議会の成立につきまして、ご報告申し上げ

ます。審議会の成立要件につきましては、大田区都市計画審議会条

例第５条第２項におきまして、「審議会は委員及び議事に関係のあ

る臨時委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。」と規定されているところでございます。 

 本日の委員の皆様の出席状況でございますが、委員18名、このう

ち出席16名、欠席２名ということで、定足数は満たしております。 

 なお、本日の傍聴の申し込みは９名でございます。よろしくお願

いいたします。 

伊 藤 委 員  ありがとうございました。ただいま、事務局から報告がありま

したように、定足数に達しておりますので本審議会は成立というこ

とで、第154回大田区都市計画審議会の開会を宣言いたします。こ

こで、傍聴者の入室を許可いたします。 

 審議に入る前に、本審議会の議事録署名委員でございますが、通

例により会長のほか、輪番で１名の委員にお願いしているところで

ございます。本日の審議会の議事録署名委員は深川委員にお願いし

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

伊 藤 委 員  異議なしということでございますので、深川委員よろしくお願

いいたします。 

深 川 委 員  はい。 

伊 藤 委 員  次に、審議に先立ちまして、会長の選出を行います。会長の選

出に当たりまして、事務局から説明をお願いいたします。 

西 山 幹 事  それでは、ご説明させていただきます。会長の選出につきまし

ては、大田区都市計画審議会条例第４条第１項におきまして、「会

長は、学識経験のある者の委員のうちから、委員の選挙により定め

る。」と規定されているところでございます。本規定に基づきまし

て、学識経験のある委員のうちから会長の選出をお願いしたいと存

じます。参考までに、これまでの過去の会長の選出につきましては、

指名推選により行われているところでございます。以上でございま

す。 
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伊 藤 委 員  ただいま、事務局から説明がありましたとおり、会長は学識経

験のある委員６名のうちから選出となります。選出についてご意見

があればお願いいたします。 

 はい、中西委員。 

中 西 委 員  これまでどおり、指名推選による会長選出がよろしいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

伊 藤 委 員  ただいま、指名推選とのご意見がありました。いかがでしょう

か、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

伊 藤 委 員  それでは、異議なしということでございますので指名推選によ

り進めたいと思います。会長の指名推選について挙手のうえ、発言

をお願いいたします。 

 はい、中西委員お願いいたします。 

中 西 委 員  会長に、小西委員を推選させていただきます。推選理由としま

しては、２点ございます。小西委員は、谷口会長が前任期中に退任

されましてから、会長職務代理として議事進行に当たられて、各委

員の意見を尊重しつつ、審議案件を適切に処理されてきました。そ

れから、もう１点は、平成12年から15年までの間、大田区の建築部

長及びまちづくり推進部長などを歴任されておりまして、大田区の

まちづくり行政にも精通していらっしゃいます。以上の理由により、

小西委員を会長に推選いたします。よろしくお願いします。 

伊 藤 委 員  ありがとうございます。ただいま、小西委員を会長に指名推選

するというご意見がありましたが、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

伊 藤 委 員  ご異議なしと認めます。よって、会長は小西委員に決定させて

いただきます。本席より、口頭をもちまして当選の旨を告知いたし

ます。 

 ここで、会長が決定いたしましたので、今後の議事進行につきま

して、小西会長に引き継がせていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。 

西 山 幹 事  伊藤委員、大変ありがとうございました。それでは、ここから
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の議事進行につきまして、小西会長にお願い申し上げます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

小 西 会 長  ただいま、都計審の会長に推選されました小西と申します。浅

学非才の身でありますので、皆様のご協力を得ながら無事大役を果

たしていきたいと思っております。先ほど、中西委員のほうからご

紹介がありましたように、私も大田区で世話になった人間ですので、

大田のまちづくり行政のために 後の努力をしたいと思っておりま

す。皆様、よろしくお願いいたします。以上です。 

 それでは、会長に事故があるときのために職務代理者を選定、決

定させていただきます。中井委員よろしくお願いしたいのですが。 

中 井 委 員  はい、お引き受けいたします。 

小 西 会 長  はい、それでは、議題の宣言をいたします。 

 それでは、これより本日の議案の審議に入ります。本日の諮問案

件は２件となりますので、よろしくお願いいたします。 

 大田区長より、大田区都市計画審議会会長宛てに、平成26年８月

12日付けで、第一号議案「東京都市計画防災街区整備方針の変更

（東京都決定）について」が諮問されましたので、これを議案とい

たします。それでは、議案文の朗読をお願いします。 

西 山 幹 事  それでは、朗読させていただきます。 

 第一号議案のほうをごらんください。 

 「東京都市計画防災街区整備方針の変更（東京都決定）につい

て」でございます。都市計画法第21条第２項において準用する同法

第18条第１項の規定により平成26年８月６日付け26都市整防第184

号により東京都知事から照会があったので、下記のとおり諮問いた

します。 

 諮問文の朗読につきましては、以上でございます。 

小 西 会 長  では、この議案を上程いたします。 

 幹事より議案の説明をお願いします。 

落 合 幹 事  それでは、東京都市計画防災街区整備方針の変更についてご説

明いたします。お手元の資料のうち、事前説明資料をごらんくださ

い。 

 事前資料１と２が東京都からの計画書と範囲を示す計画図となっ
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てございます。Ａ４の事前資料３－１と３－２の図を使ってご説明

いたしますので、初めに事前資料３－１をごらんください。 

 防災街区整備方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第３条に基づく方針であり、木造住宅密集地域におい

て防災機能が確保された街区の整備を促進するためのマスタープラ

ンと位置づけられます。 

 防災街区整備方針は、都市計画法の規定により東京都が都市計画

に定めるもので、おおむね５年に１回、定期的に改定が行われてお

ります。前回の改定が平成20年６月に行われております。 

 今回、ご説明いたします案は、定期の改定作業として都から意見

照会があったものです。東京都は、今回の改定に当たり、防災街区

整備方針を定めるにあたっての考え方を示しております。 

 防災街区整備方針には、防災再開発促進地区という面的な地区の

位置づけと、防災公共施設という道路など施設単位での位置づけを

定めます。 

 防災再開発促進地区は、東京都の防災都市づくり推進計画におい

て、整備地域に指定されている地区や、既に防災に資する事業、制

度が実施されている地区を定めるとしています。また、防災公共施

設については、防災上の機能を有する公共施設の中で、一定の位置

づけのあるものを指定するという考え方が示されています。 

 事前資料３－２、東京都市計画防災街区整備方針位置図をごらん

ください。今回、東京都から示された案をまとめた図でございます。

図中大.１から大.４、こちらの大.１、大.４というのは、大田区の

１ということで、これは東京都の整理上つけられたものでございま

す。図中の大.１から大.４は、現在指定済みの防災再開発促進地区

でございます。これまで、大田区で密集地域の建て替え助成等を行

ってきました大森・北糀谷地区、西蒲田・蒲田地区、蒲田二・三丁

目地区、矢口・下丸子地区の４地区が指定されています。 

 大.５から大.８は、今回新規に指定することが示された地区でご

ざいます。大.５は、大森中・糀谷・蒲田地区、いわゆる三角地域

と呼ばれる地区で防災街区整備地区計画が施行され、市街地再開発

事業や不燃化事業が実施されております。大.６は、羽田地区で今
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年度から密集事業を導入し、不燃化特区の申請も行っております。

大.７は、都市計画道路の補助29号線沿道地区で、不燃化特区の申

請を行っております。大.８は、蒲田四丁目地区で、市街地再開発

事業と地区計画を進めております。 

 新規に指定する大.５から大.８の４地区につきましては、現在防

災に資する事業等の取り組みを行っている地区となっております。

また、これまでの大.１につきましては、現在事業実施中の大.５、

大森中・糀谷・蒲田地区と重なる部分があるため、その部分につい

て区域を縮小して、大森東・大森南地区とする変更が示されており

ます。なお、大.７の補助29号線沿道地区に含まれる都市計画道路

補助29号線につきましては、防災公共施設に位置づけることが示さ

れております。 

 Ａ４の事前資料の３－１のほうにお戻りください。防災街区整備

方針に対する大田区の考え方でございますが、現在防災に資する事

業を実施中の地区について防災街区整備方針を指定し、防災まちづ

くりに関する制度体系を整えることが必要であると考えております。

今回示された都の考えに基づく指定案は、大田区としての考え方と

相違ないものと考えます。 

 今後の改定スケジュールでございますが、本日の都市計画審議会

でご審議いただき、意見を東京都に回答いたします。また、東京都

が都市計画法第17条に基づく案の縦覧を行います。その後、東京都

の都市計画審議会に付議され、年内には都が都市計画決定・告示を

行う予定となってございます。私からの説明は以上です。 

小 西 会 長  説明は以上ですか。 

落 合 幹 事  はい。 

小 西 会 長  それでは、これより審議に入りたいと思います。この議案につ

きまして、委員の皆様からご質問やご意見がありましたら、ご遠慮

なくお願いいたします。 

 はい、森委員。 

森  委  員  この新規に指定をされたところは、既にもう大田区で、例えば

大森中・糀谷・蒲田地区などは、防災三角地域として大変住民の方

たちの発意によっても積極的な防災計画の取り組みがなされている
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地域だと思うのですけども、それではこの今回の東京都の決定とい

うものは、大田区が決定したものを改めて都が採用されたというこ

とで、この区からの発意と捉えてよろしいのでしょうか。 

落 合 幹 事  先ほども簡単にご説明いたしましたが、この防災街区整備方針

は、木造住宅密集地域において防災機能が確保された街区の整備を

促進するためのマスタープランとして位置づけられております。区

の計画の上位計画に位置づけられておるものでございますが、ただ

前回の改定が20年６月に行われています。防災街区整備地区計画、

大森中・糀谷・蒲田地区のものは、平成23年10月から施行されてお

りまして、実態的には後追いのような形にはなります。今回の指定

によって上位計画に位置づけられるということで、区と住民の取り

組みは先行して進んでこの間やってきたということでございます。 

森  委  員  今回、マスタープランに位置づけられることによって、その事

業の速度など何か東京都のまた補助など、予算など何か変更などは

あるのでしょうか。 

落 合 幹 事  既に、こちらの地域では都市防災不燃化促進事業、また東京都

木密地域不燃化10年プロジェクトの不燃化特区に指定されて、事業

を実施しております。特段、今回の指定をしたからどうかというよ

りも、もう既に事業に取り組んでいるというのが実態でございます。 

小 西 会 長  よろしいですか。冨田委員。 

冨 田 委 員  今の質問と重なるかとは思いますけども、既に今取り組んでい

る事業であるということで、今の説明だと東京都の指定があっても

中身は変わらないと聞こえてしまうのですが、そのとおりでいいの

ですか。 

落 合 幹 事  東京都の防災都市づくり推進計画もそうなのですけども、こち

らの指定以前に、この改定にはやはり５年の期間がございますので、

改定作業の間に区の取り組みがどうしても先行するという形になり

ます。当然、それには国費、都費をいただく関係上、東京都の協議

は事前にやっておりますが、当然東京都もそれを承知しながら整合

をとるという位置づけで５年に１度の改定を行わせていただいてい

るという内容でございます。 

小 西 会 長  よろしいですか。冨田委員、どうぞ。 
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冨 田 委 員  そうすると、実態としては要するに予算上とか計画執行上は変

更はない、このまま、今までどおり進める。新たに指定されたとこ

ろもありますから、それについてまた若干変わるところもあるのか

もしれませんが、基本的には変わらないということでいいわけです

よね。変わらないのですが、これは指定期間というのはあるのです

か。 

小 西 会 長  どうぞ。 

落 合 幹 事  この整備方針は、指定期間はございません。これまで指定され

ております４地区につきましても、このまま存続するということを

東京都のほうに確認してございます。 

小 西 会 長  冨田委員、どうぞ。 

冨 田 委 員  そうすると、これはいつまでかかるか非常に時間のかかる事業

だろうと思いますが、この地域以外にも防災対策上、地域指定をし

たほうがいい地域もまだたくさん残っていると思います。そうはい

っても、これは大田区全域をまさか指定するわけにもいかないので

しょうし、やはり順番をつけて、予算をつけてやっていかなければ

いけないだろうということは理解できるのですけども、徐々にやは

り指定地域というか、そういう事業地域をふやしていくということ

でよろしいのでしょうか。 

小 西 会 長  どうでしょうか。 

落 合 幹 事  基本的には、防災再開発促進地区の面的なものについては、東

京都の防災都市づくり推進計画で重点整備地域、整備地域といった

形で指定されている地区を対象に優先順位をつけて区としても事業

を導入しているところでございます。 

 羽田地区は、まさに前回の防災都市づくり推進計画の改定の中で

新たに整備地域として指定されて、今回こちらの防災街区整備方針

に位置づけられるという流れでやってきましたとおり、防災都市づ

くり推進計画での指定というのがまず優先となりますが、委員のお

見込みのとおりそちらのほうで順次指定されたところ、その中でも

優先順位の高いところから取り組んでまいります。 

小 西 会 長  それでは、佐藤委員。 

佐 藤 委 員  今回、８地区ということで、既存の指定区域から変更したのは
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１地区、新規指定が４地区ということで出ているのですが、この新

しく、そして変更があった地区にお住まいの住民の皆さんへの説明

なり、あと住民合意というのはこの計画はとられているのでしょう

か。 

小 西 会 長  では、落合幹事。 

落 合 幹 事  この新しい地区については、大田区として事業を導入し、行っ

ていく中でご説明を差し上げていくことにしてございます。 

佐 藤 委 員  いくということですから、まだこれから行うということですよ

ね。 

落 合 幹 事  はい、こちらのまだ都市計画の決定手続中ということで、防災

街区整備方針に位置づけられたということはまだ確定してございま

せんので、そういった意味で説明していくということとしておりま

す。 

小 西 会 長  佐藤委員、どうぞ。 

佐 藤 委 員  この事前資料の３－２の（２）防災公共施設というところで、

東馬込二丁目の補助29号線のところが出ているのですが、延長約

160メートルを新たに指定すると出ているのですけど、これはたし

か山手通りから戸越銀座などを通って、この環七まで、環状７号線

までつなぐということで、総延長3.5キロメートルぐらいの道路計

画、特定整備路線計画だと思うのですが、大田区の部分は約160メ

ートルと大変短い部分になっているのですけど、もともと今現在道

路がない地区に確か20メートル幅の道路をつくるという計画だった

と思うのですが、相当関係する方が出てきまして、立ち退きなりい

ろいろと住環境も変わることも考えられているのですけど、そうい

う事前説明というのはまだやっていないということなのですね。 

小 西 会 長  落合幹事でいいですか。 

落 合 幹 事  こちらの補助29号線は、東京都木密地域不燃化10年プロジェク

トの中の特定整備路線ということで、東京都が整備する都市計画道

路、そのヒアリング自体は大田区も含めまして、各関係自治体がヒ

アリングをやった上で東京都が指定したものでございます。大田区

としては、この特定整備路線に挙げる路線はないというヒアリング

の回答をしたところでございますが、品川区の方で東京都に要請さ
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れて補助29号線が特定整備路線に指定されたと聞いております。 

 既に、品川区ではこの大崎側から大田区側に向けて沿道を不燃化

特区に指定を受けてございます。この不燃化特区に指定されますと、

そこにお住まいの方が同じように、ほかの地域の不燃化特区に引っ

越しをされた場合に固定資産税の減免等を受けることができるとい

うサービスメニューが特区制度の中で設けられております。また、

品川区で老朽木造住宅の取り壊しの助成を入れております。そうい

った意味で、沿道にお住まいの方が品川区民と大田区民で差があっ

てはならないということで、大田区としてもこの１６０メートルに

ついて品川区と同様な形で今年度、不燃化特区の申請をさせていた

だいたものでございます。 

佐 藤 委 員  今のお話ですと、ヒアリングのときには大田区は特に必要ない

と答えたのですけど、品川区のほうが積極的に進める中でこういっ

た特定整備路線に位置づけられたというお話なのですが、先ほどの

事前と言いますか、冒頭の説明で東京都における防災再開発促進地

区の指定の考え方及び防災公共施設の指定の考え方とは相違ないと。

だから、東京都と大田区は考え方は違わないと説明されていますけ

ど、もともとは必要ないと考えられていたのだけど、指定されたの

で大田区でも品川との接続の考え方もやはり進めるということに変

わったということなのですか。 

落 合 幹 事  あくまでも、事業が行われているというところを指定していく

という性質のもので、そういう理解で今回相違ないという判断をい

たしております。 

佐 藤 委 員  先ほどもお話ししたのですが、この地区はもともと道路もない

ようなところに20メートル幅の道路をつくっていくというやり方で、

本当に私なんかからするとかなり乱暴なことをやるのかなと感じて

いるところはあるのですが、関係してまいります住民の世帯という

のは、何世帯ぐらいありまして、そこへは今、どういった説明で行

っているのか、またどんな声が出ているのか、説明されていれば。

それがあれば出していただけますか。 

落 合 幹 事  特定整備路線は、東京都施工路線でございますので、東京都の

ほうで現在、用地測量説明会を終えたと聞いてございます。私のほ
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うでは、そこまでの情報しか得ておりません。 

佐 藤 委 員  何というのですかね、今回、大田区が防災公共施設の指定をす

るということで、これは大田区が主体になって今回都市計画審議会

にかけられているわけですけど、議題になっているわけですけど、

そういった中で大田区の区民、住民がこの計画によって今、どんな

考えを持っているのか、またどれぐらいの方たちが影響を受けるの

かとそういうことを大田区として把握していないということなので

すか。 

小 西 会 長  落合幹事、どうぞ。 

落 合 幹 事  そういう意味ではございません。あくまでもこの防災街区整備

方針は、東京都が指定するものであって、事業を入れている区域と

して大田区の考え方を指定していくという、大田区の考え方と相違

ないという。 

 今回の指定するエリアとして、大体80軒程度の対象軒数でござい

ます。そのうちの都市計画道路の部分は大体３分の１になりますの

で、おおむね30軒ちょっとということでございます。 

佐 藤 委 員  直接、道路をつくる、また沿道も含めましてということで80軒

というお話であったと思うのですが、やはり80軒、そこに何人お住

まいになっているかということもあるのですけど、約100人以上の

区民の方の影響が出るというそういう計画を今、進めている中で、

東京都が主体で進めるから大田区としてなかなかつかめていないと

いうお話だったと思うのですが、それは先ほど冨田委員の発言でこ

ういう計画が期間が決まっていないから何年かかるかわからないと

いうお答えがあったと思うのですけど、時間がかかるからまだ調べ

ていなかったのかなとか、いろいろな風にも見えますし、住民合意

というのもやはりとられていない状況の中で、私は承服しかねるよ

うな計画だなと思いますので、意見を述べておきます。 

小 西 会 長  今のは、意見として承ります。 

 森委員、どうぞ。 

森  委  員  今回、新規事業の中に蒲田四丁目地区が入っているのですけれ

ども、こちらは今、駅前再開発などが大変行われている地区であっ

て、今この時期にこの防災計画の中に盛り込むというのはどういう
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位置づけなのですか。 

荒 井 幹 事  蒲田四丁目につきましては、委員ご指摘のとおり第一種市街地

再開発事業が始まっておりまして、平成27年完成予定でございます。

また、この地区の西側につきましては、もう地区計画がかかってお

りまして、ちなみに言うと他の地区計画がある。その中にあって、

この地区に関しましては、共同化の動きが出ております。やはりこ

こも木造密集地でございまして、耐震不燃化が進んでいないところ

でございますので、この街区をかけて不燃化・耐震化を促進させて

おきたいと考えております。 

森  委  員  地区計画の中には、一部の住民の方から、またほかの計画書を

持ってこられたという経緯がありまして、そういった住民合意をも

う少し丁寧に進めていただきたいというか、まだ十分でないのでは

ないかという思いがあるのですけれども、そちらは一度この市街地

再開発と地区計画と、この都市計画マスタープランの中にこのよう

な位置づけにして後からの変更というのはできるのでしょうか。 

荒 井 幹 事  今回の街区指定と地区計画、地区計画と市街地再開発事業はこ

れはまた性格が違いますけども、市街地再開発事業は一つの都市計

画事業としての建てかえ事業でございます。地区計画につきまして

は、建てかえのときのルールを決めるというものでいろいろな形で

共同化を進めていく中のルールを決めていこうというものを進めて

いるところでございまして、この防災街区の促進地区というのはそ

ういういろいろなメニューを使っていって、街区を不燃化・耐震化

していこうというものでございまして、もう少し一段高い、何とい

うのですかね、ディメンションが違い、高い街区指定でございます

ので、それを位置づけてもらっていろいろな再開発だとか、都心共

同の共同住宅の建てかえ促進とか、そういうものをやっていこうと

いうものでございますので、地区計画の中でいろいろな今議論がご

ざいます。それはそれとして、その上の今の段階のディメンション

の高い街区指定をしていこうというものでございます。 

森  委  員  繰り返しなのですけど、今ご説明いただいたように、この街区

指定をかけた後でも後からの手法というのは変えられるということ

でよろしいのですか。 
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荒 井 幹 事  今のこの防災街区をかけたことによって地区計画だとか市街地

再開発とか縛られるものではございません。 

小 西 会 長  よろしいですか。あとの委員の方でご質問やご意見はあります

でしょうか。では、特にご質問やご意見がないということですね。 

 それでは、委員の皆様のご意見やご質問が出尽くしたようすので

で、お諮りしたいと思いますがよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

小 西 会 長  それでは、「第一号議案については諮問のとおり定めることが

適当である」旨、答申したいと思いますがよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

小 西 会 長  はい。 

佐 藤 委 員  私は、反対します。 

小 西 会 長  佐藤委員は反対ということですね。それでは、決をとる話にな

るわけですよね。 

 それでは、第一号議案について「諮問のとおり定めることが適当

である」と考える方は挙手を願います。 

（賛成多数） 

小 西 会 長  それでは、過半数の賛成がありましたので、「第一号議案につ

きましては諮問のとおり定めることが適当である」旨、答申したい

と思います。ありがとうございました。 

 次に、第二号案件の審議に入ります。大田区長より大田区都市計

画審議会会長宛てに平成26年８月６日付けで第二号議案「東京都市

計画高度地区の変更（大田区決定）に係る第一次素案」についてが

諮問されましたので、これを議案といたします。 

 それでは、諮問文の朗読をお願いします。 

西 山 幹 事  それでは、第二号議案諮問文の写しのほうをごらんください。

諮問文を読み上げさせていただきます。 

 「東京都市計画高度地区の変更（大田区決定）に係る第一次素

案」について。都市計画法第21条第２項において準用する同法第１

９条第１項の規定により諮問する。以上でございます。 

小 西 会 長  それでは、この議案を上程いたします。幹事より議案の説明を

お願いします。 
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西 山 幹 事  それでは、着席のまま失礼して資料のほうのご説明をさせてい

ただきます。 

 事前資料１のほうをごらんください。事前資料１というＡ３の折

り込んだもの、それから事前資料２ということでこちらの地図、２

点がこのたびの資料となっておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、お手元の資料、事前資料１に基づきましてご説明させ

ていただきます。 

 「東京都市計画高度地区の変更に係る第一次素案について」でご

ざいます。１枚目の資料をごらんください。導入する背景といたし

まして、近年産業構造の変化等、また建築基準法の改正等がござい

まして、これまで以上に中高層の建築物がふえつつありまして、区

内の街並みも変わりつつあるという状況がございます。 

 また、大田区における考え方といたしまして、大田区に関して高

度の絶対高さ制限につきましては、これまで地区計画を基本として

対応してきたところでございます。地区計画におきましては、街区

単位での土地利用を前提としているところがございまして、広域を

対象としていないところでございます。また、地区計画につきまし

ては、地域の合意形成に時間を要することもございます。そういっ

た観点から、地区計画において広域を対象として、市街地の環境を

維持していく観点からは難しいということが２点目としてございま

す。 

 こういった背景とともに３点目といたしまして、平成23年３月に

マスタープランを改定いたしまして、その中の良好な街並みの保全、

市街地環境の改善に向けた取り組みといたしまして、地域特性を踏

まえた建物の高さ、ルールづくり、これの調査・研究の方針が示さ

れたところでございます。 

 この調査・研究を進め、さらに推進するということで、昨年６月

に有識者委員会を立ち上げまして、これまで６回にわたる検討を進

めてきたところでございます。 

 平成25年度におきましては、今年の２月に基本的な方針をまとめ

まして、その方針に則して本日お手元の第一素案をお示しをさせて



－- 17 -－ 

いただいている状況でございます。 

 引き続きスケジュールについてご説明させていただきますと、本

日の８月26日都市計画審議会に諮問させていただきまして、その結

果を受けまして区として一次素案を決定いたします。そのうえで、

区民説明会、パブリックコメントを予定しているところでございま

す。その後さらに第二次素案を作成いたしまして、都市計画審議会

へ付議し、 終的には、27年度中の導入に向けて決定してまいりた

いという現時点のスケジュールでございます。 

 それでは、資料の１ページの３番のところでございます。高度地

区の導入イメージということで書いてございます。現在、住居系の

用途地域を中心に日照ですとか、住環境の配慮の観点から斜線制限

というものが導入されているところでございます。これにつきまし

て、このたび高度地区の変更ということで、絶対高さ制限を新たに

メニューとして加えるということでございます。この斜線制限に加

えまして、絶対高さ制限を定める高度地区、それから絶対高さと斜

線の併用をしたものを新たに導入することによりまして、高度地区

を運用していくというものでございます。 

 具体的なこの高度地区の絶対高さに係る考え方でございますが、

３番のところに書かせていただいたところでございます。まず、指

定対象区域ということで原則として、区内全域としています。ただ

しここにございますとおり、中心拠点ですとか区としてまちづくり

の方針等が定められているエリアもございます。そういったものは

除外するというものでございます。 

 さらに、具体的な高さの制限する指定値ということで３の（２）

に記載させていただいております。 

 既に、大田区におきまして用途地域におきまして、容積率が定め

られているところでございますので、高さ制限によりまして指定容

積率が実現できないという事態が生じないこと、言いかえますと指

定容積率にも配慮しながら、その上で高さを容積率ごとに応じて算

出したというものでございます。 

 その算出したものが、その中段にございます表でございます。一

中高の容積率150％の高さ16ｍの高さから高いところでは商業の容
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積率500％の42ｍという状況でございます。この値につきましては、

一律に出したものでございますので、さらに地域の実情や長期計画

等の位置づけ等幾つかの観点から補正を行っていくというものでご

ざいます。 

 補正を行うエリアにつきましては、一部のエリアということで後

ほど詳細を説明させていただきます。 

 ４点目といたしまして、特例措置ということで記載させていただ

いております。高度地区の導入をいたしますと、建築確認ともリン

クいたしまして、その絶対高さを超える建築物につきましては、原

則として建てられないということになってまいりますので、一律に

絶対高さ制限の導入によって一部には適切でない場合も想定されま

す。こういったものに対する救済措置ということで、特例措置を設

けてございます。この４の（１）から（４）にございます。絶対高

さを導入したことによりまして、その高さを超える建築物、ここで

は既存不適格建築物ということで記載させていただいていますが、

その建てかえに対する配慮、さらには大田区内何カ所かの地区計画

がございます。その中で、建築物の高さ、ルールを定めているもの

がございまして、その場合はその地区計画の高さを尊重していこう

というものでございます。 

 一方で、優良な建築計画ということで、周辺の住環境にとっても

良好な建築である場合、一定規模以上の敷地があり、空地ですとか

緑化が一定程度確保されているものに対しましては緩和をしていこ

うという考えが（３）でございます。その他（４）といたしまして、

公益上やむを得ない観点から特例措置の適用として区長の許可によ

るメニューを考えています。 

 さらに５番として、地域において都市計画マスタープラン、上位

計画を踏まえたルールとして地区計画を定めることができますので、

地区計画を定めた場合には、絶対高さ制限によらず地区計画を優先

していこうという考え方でございます。 

 １枚おめくりください。こちらが、先ほど１枚目で説明しました

概要の各内容を説明したものでございます。２ページの左側のほう

に指定対象区域ということで、真ん中に地図、下のほうにエリアの
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説明を記載させていただいております。原則は区内全域としつつ、

一部のエリアについては除外するというものでございまして、白抜

きの地図がございます。その上、除外するエリアにつきまして色分

けをしているところでございます。その色分けしたところにそれぞ

れ①から⑥ということで番号がございまして、除外するエリアの説

明が下段の表でございます。 

 まず、①といたしまして、一低層、二低層というあらかじめ１０

メートルの高さが定められているエリアがございます。こちらは、

除外するということで地図の①の緑のエリアでございます。 

 続きまして、②といたしまして、都市計画マスタープラン等に掲

げます中心拠点、地図の真ん中当たりにございますサーモンピンク

のところ、上段の②が大森駅周辺地区、下のほうに行きますと、こ

れが蒲田駅周辺です。それからさらに、右下に行きますと、小さい

②というものがございますが、こちらは糀谷駅前の高度利用地区で

ございます。 

 さらに、③といたしまして、こちらは空港臨海部、工業専用地域

ということでございます。その他といたしまして、④、⑤、⑥とい

うことで、周辺住環境への影響、こういったものへの配慮の必要性

が低いエリア、こういったものを除外しているところでございます。 

 この具体的なエリアの拡大したものにつきましては、資料の３ペ

ージ、用途地域とともに、エリアの詳細な関係を表示させていただ

いております。除外する区域堺を青い線で表示し、表示中のエリア

を除外するということでございます。 

 それから下段の三つ④、⑤、⑥ということで、こちらが先ほどの

その他住環境への影響が少ないということで除外するエリアを拡大

したところでございます。 

 ④につきましては、ふるさとの浜辺近くのエリアでございまして、

美原高校ですとか大森東小学校、そういった施設がエリア内にござ

いまして、その他都営住宅があるところでございます。 

 それから⑤につきましては青い用途の色がございまして、これは

工業専用地域の真ん中に紫のエリア、これは準工のエリアでござい

まして、こちらにつきましてもこちらの説明のとおりの理由におき
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まして除外していこうというものでございます。 

 さらに⑥といたしまして、こちらは真ん中にガス橋というものが

ございまして、ガス橋の両側にかけて工業地域でございますが、高

層のマンション群がスーパー堤防の整備の後に整備されております。

こちらにつきましては、一定の敷地がございまして隣棟間隔、住環

境にも配慮されており、こちらにつきましても除外していこうとい

うことで、以上①から⑥ということで除外していくという考え方で

ございます。 

 次に２ページの右側の説明に入らさせていただきます。先ほど、

１枚目の右のところでご説明しました絶対高さ制限にかかる指定値

について、それぞれ用途地域、建ぺい、容積、斜線高度の区分に応

じまして、こちらの２ページの右側の表で値を整理させていただい

たところでございます。この表中の左から７行目のところが太枠に

なっていまして、こちらが絶対高さ制限の指定値となります。この

指定値のところにピンクの網掛けをしているところがございます。

こちらにつきましては、先ほど説明申し上げました地域の実情を踏

まえて、補正を行ったエリアということで、その表示をしたところ

でございます。 

 それから、この２ページの一番下のところでございますが、この

指定値の検討に当たりまして、引き続き検討事項として一次素案で

位置づけているものがございます。具体的に申し上げますと、池上

通り沿道の商業地域になります。地図で行きますと、４ページのと

ころをごらんください。上のほうに池上通りという表示がございま

して、この池上通りのところの濃いピンクになっているところが大

森駅周辺になっています。それにつながる池上通り沿道から環七ま

でのところでございます。当該エリアは、38メートルという高さが

算出されているところでございます。一方、ここに隣接したうぐい

す色の薄い緑のエリアがございまして、こちらが一低層であり、10

メートルの高さ制限となっています。したがいまして、指定値をそ

のまま適用しますと、10メートルと38メートルと差が28メートルの

エリアが出てきております。これにつきましては、土地利用の状況

や住環境の影響をさらに精査して 終的に値を決めていこうという
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ことで、引き続き検討してまいります。 

 それから、特別工業地域ということで、２ページの右側の一番下

の米印の２番というところでございます。準工地域の一部に特別工

業地区というものがございます。こちらにつきまして指定値をその

まま適用しますと、25メートルということでございます。しかしな

がら、特別工業地域は準工業地域の一部を特別工業地区ということ

で指定されているところでございますが、準工と比較いたしまして、

この特別工業地区は工業の操業にとっては準工より厳しい条件がつ

いていますので、住居系用途の建物の割合もふえている状況も一部

ではございます。住工調和、土地利用の状況を踏まえて、この特別

工業地区については考え方をさらに整理してまいりたいと考えてい

ます。地図で申し上げますと、凡例のところに25メートルの第二種

高度地区がございまして、この地図で行きますとネズミ色のところ

が何カ所かございます。こちらが準工の用途地域のうち、特別工業

地区ということになってございます。本編に戻りまして、地域ごと

の実情を踏まえた補正の考え方につきましては、４ページの資料の

ほうになります。 

 先ほど、用途地域ごとに定められている容積率に配慮しながらそ

れぞれの地域の高さを算定するという説明をさせていただいたとこ

ろでございますが、その上で地域の実情を見て初期値を調整すると

いう考え方について、４ページに示しております。 

 調整するエリアにつきましては、具体的にこの左下にございます

１から20のエリア、こちらのエリアが地図の中の丸数字の番号と対

応しているところでございます。この表４で行きますと、初期値に

つきまして地域の実情等を踏まえまして、調整を図るというもので

ございます。一つの大きな傾向といたしましては、例えば１番から

上のほうの住居系用途で中高200、一住200、近商200というのが大

体初期値20メートルと、200％の容積率で20メートルというのがご

ざいます。これらのエリアにつきましては、地図で見ていただきま

すと薄いうぐいす色の一低層のエリアと接している状況がございま

す。指定値をそのまま適用しますと10メートルと20メートルと用途

境で倍の差が出てきてしまうという状況もございます。また、この
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20メートルの初期値のエリア内の建物が建っている状況等を見なが

ら20メートルにつきましては16メートルとし、住環境への配慮の観

点から調整を図っているというのが一つの考え方でございます。 

 それから、もう一つの考え方といたしましては、沿道部分にあり

ます19番、20番にかかる部分でございます。こちらの地図で行きま

すと、沿道の部分で地図の白抜きの上のところに小さい字で中原街

道、第二京浜、池上通りですとか沿道沿いの表示をさせていただい

ております。それから環８、環７とございまして、この沿道の中で

赤い線が引かれているところ、指定値をそのまま適用いたしますと、

同じ300の容積率におきましても27から38メートルということで差

が出てきている状況でございます。一方で、この19番というところ

につきましては、沿道として連続している部分でございますので、

こういったところにつきましては30メートルとして沿道の土地利用

の状況等を含めまして調整をしているところでございます。 

 その他20番といたしまして、近商の300のエリアというところで、

29メートルという高さが出ています。これは、29メートル、30メー

トルと１メートルの僅差でございますので、指定値を30メートルと

して整理しているところでございます。これは表で行きますと、沿

道沿いにございます、沿道から少し出っ張ったピンクのところで、

赤く囲ったところが29という表示があります。こういったところが

近商の300として主に私鉄の沿線の駅につながるエリアが指定され

ていまして、調整を図っております。このような形で個々の地域の

状況に応じまして、補正を行っているということでございます。 

 それから、参考といたしまして、５ページのほうには、左側のほ

うに現行と導入後の組み合わせイメージについて、容積、用途地域

に応じてそれぞれどう変わってくるかということを図式化してお示

ししたものでございます。 

 さらに、５ページの右側のほうになりますが、こちらには他区の

状況も含めまして、各区の導入している指定値の高さのメニューを

表にまとめさせていただいております。 

 青い帯がかかっているところが、これは大田区の導入メニューと

いうところになっておりまして、この素案の段階では８種類のメニ
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ューを設けているところでございます。 

 続きまして、６ページのほうに入らせていただきます。指定値に

基づきまして、地域の実情に応じて一部補正を行うことによりまし

て、現在の建物に対してこの指定値を導入するとそれを超える建物

がどの程度、出てくるかというものをこの表７にまとめたものでご

ざいます。 

 一番左側の列に容積率、２列目に用途地域とございまして、３列

目から４階以上の中層以上の建物につきまして、それぞれ容積率、

用途の区分ごとに棟数をまとめております。この表の見方でござい

ますが、４階のところが２段書きになっていまして、２行目のとこ

ろが全て100％となっていまして、これは高い方の階数から棟数を

足し上げておりますので、このような形になっています。例えば１

行目の150一中高のところですと、34という数字がございまして、

この34というのは４階以上の建物が34棟となっております。右隣を

見ますと11棟とあり、５階以上の建物が11棟になっています。した

がいまして、４階の建物は、34から11を引いた残り23棟となります。

その上で今回の指定値により、規制を仮に行った場合を赤い線で示

してございます。さらに、一部地域では補正を行いますので、そこ

は青い線で色を分けて記載しているところでございます。この線の

右側にあるところ、直近の棟数が既存不適格建築物として出てくる

割合で、地域によってその割合が異なりますが、おおむね５％前後

になっているところでございます。 

 それから、この６ページの右上に表８に整理させていただいてい

ます。指定値を超える建物として、合計243棟が一次素案の規制値

を超える建物となります。用途としましては、227軒が集合住宅、

その割合が93.4％、９割を超えている状況になっています。 

 本制度を導入することによって、既存不適格建築物が発生してま

いりますので、救済措置としまして７ページから８ページにかけて

特例措置の考え方を整理しているところでございます。 

 一律に高さ制限を入れることにより、適切でない場合があり、そ

の取扱いについて特例措置として整理させていただいたところでご

ざいます。 
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 ７ページの左下に指定方針について、大田区としまして素案の段

階で四つの特例の考え方を設けています。１点目といたしまして、

一定の高さ制限を加えることによりまして、それを超える建物がい

わゆる既存不適格建築物になりますので、導入後はそれを超える高

さの建物は建てられなくなりますので、こういったものに対する配

慮、特に分譲共同住宅の建てかえについては１回に限り一定の条件

を満たす場合には認めていこうというものでございます。それが、

既存不適格建築物の建てかえでございます。 

 それから、先ほども申し上げました地区計画内で高さ制限を定め

ているものは、そのルールを尊重していこうというものでございま

す。 

 さらには、優良な建築計画の特例について、８ページをごらんく

ださい。一定規模以上の敷地の場合ですと、建築計画にもいろいろ

と柔軟性も出てまいります。一定規模以上の敷地につきまして、地

域の住環境にいい影響を与える、地域に貢献するような建築物もあ

ります。これらについて、住居系、商業系、工業系に応じて敷地規

模を定めまして、一定の基準を満たすものにつきましては、建築物

の高さの制限を緩和していこうということでございます。この基準

等につきましては、大田区の総合設計ですとか各種制度がございま

すので、それに類似する制度を前提として検討を進めているところ

でございます。 

 それから、８ページの右側のほうに区長の許可として、公益上や

むを得ないと認め、かつ良好な市街地環境の形成に資する場合、こ

ういった建築物等につきましては、区長の許可によりまして特例と

して認めていこうということで考えているところでございます。な

お、この特例の下のところ、検討事項として、認定許可等の具体的

な手続は、今後さらに詳細を検討してまいりたいということで考え

ております。 

 それから今回の高度地区を導入した場合の指定値の状況を地図に

落としたものが事前資料２でございます。凡例にございますとおり、

こちらの地図の中で白抜きのところは既に10メートルのエリア規制

がある一低層、二低層、それから、大森駅、蒲田駅周辺の中心拠点
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ですとか、空港臨海部が白抜きになっています。それ以外のところ

はそれぞれ色がついていまして、地図の中に丸い円が書いてありま

す。丸い円内が上段と下段の２行書きになっていまして、住居系用

途地域には上段のほうが絶対高さの値、下段のほうには１、２、３

と斜線制限の区分になっています。一方、斜線制限のない工業地域

ですとか商業につきましては、下段のところに棒線としています。

あと指定値に応じて色分けをし、10メートルの第一種高度地区から

42メートルの高度地区規制を地図上に表示しています。以上が第一

次素案についての説明となります。よろしくお願いいたします。 

小 西 会 長  西山幹事、どうも説明ご苦労さまでした。内容が膨大で、範囲

が広範なことから、すぐ理解するのはかなり難しいとは思うのです

が、今後の大田区のまちづくりの姿に大きな影響を与える議案だと

認識していますので、ご質問やご意見がありましたら、どうぞどし

どしお願いしたいと思います。 

 それでは、審議に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、森委員。 

森  委  員  この地図を見て今、お話をさせていただいているのですけれど

も、先ほども38メートルと10メートルが隣接するところに対しては

何らかの方策をとらなければいけないという説明がありまして、本

当に10メートルの低層の住宅地とジャーマン通りですとか、幹線道

路がやはり大変高く設定をされていて、それでそろえてあると言う

のですけども、一方では本当に街路樹が美しくて、より開けた道の

景観というものも守っていく必要があるのではないかと思うので、

一概に道路の沿線であれば27メートルと高度で固定をするというの

はいかがなものかとも思うのですけども、そういったものも十分に

地域の声というものは聞く機会などはあったのでしょうか。 

小 西 会 長  西山さん、今の段階と今後の区の取り組みの予定をご説明した

ほうがいいと思いますので。 

西 山 幹 事  それでは、資料の１ページのスケジュールをごらんいただくと

おわかりやすいかと思います。これまで１年間、基本的な方針につ

いて平成25年度は検討してまいりました。その間パブリックコメン

トや説明会を昨年12月に実施してきたところでございます。このた
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び第一次素案ができ上がりまして、本日ご審議いただいているとこ

ろでございます。今後につきましては、第一次素案に関して本日ご

意見を伺った後、区として一次素案として決定し、その上で区民説

明会、パブリックコメントを各地域で開催いたしまして、この案に

つきましてご意見を伺った中でさらに検討して二次素案としてまと

めてまいります。また二次素案についても意見を聴いていく機会を

設けて対応してまいりたいと考えているところでございます。 

森  委  員  ぜひ十分にこのパブコメと説明会で地域住民のご意見を伺って

いただきたいということと、幹線道路が一律に高く設定をされてい

るというものも、より地域ごとに照らし合わせて設定を変更も踏ま

えて捉えていただきたいと、こちらは意見とさせていただきます。 

 また、この４ページ目の図にもあるのですけども、19番の、やは

り今と同じなのですけども、全て27メートルであったものも、繰り

上げられて30メートルとなっているものも、３メートルであっても

階層的には１階から２階、ビルの高さの変更もありますので、これ

を一律に高く設定をしていることに関しましても、本当に全般的に

指定値が20メートルが16メートルに変更されている点などは大変考

慮されているとは思うのですけども、あくまでも良好な住環境を守

るという視点でのこの指定値の設定ということで、この指定値の設

定が逆に開発業者の方にとって、この高い数値でのお墨つきを与え

るというものでは、逆効果になってしまうということが懸念されま

すので、私は今回この高さ制限をかけるということは、大田区がこ

れまでマンション紛争など大変議会にも陳情が多かった課題であり

ますので、そういった中では行政がより一層地域住民の住環境を守

るルールを定めるということで大変評価をしておりますので、そう

いった視点からぜひこの数値の指定値の設定ということには、より

慎重に設定をしていただきたいとこちらも要望させていただきます。 

小 西 会 長  要望でよろしいですか。 

森  委  員  はい。要望なのですけども、この27を全て30でそろえるという

のは。 

小 西 会 長  西山幹事、幹線道路沿いの指定値の設定について何かお考えが

ありましたら、説明をしていただければと思いますが。いわば繰り
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上げているということですね。 

西 山 幹 事  資料の19番のところをごらんいただきますと、幹線道路は用途

地域が一種住居、近商、工業と三つの用途地域が指定されている状

況でございます。まず初期値を１ページの右側のほうに、容積に応

じて算出しております。算出するに当たりまして建物の階高は、用

途地域に応じた配慮をしています。住居系よりも工業系、商業系の

階高は、高くなっています。工業系、商業系の用途については、そ

ういった用途の建物が入るという一つの土地利用の考え方もござい

ますので、商業系、工業系は階高を反映させています。その結果こ

の初期値におきましても容積率200％で20ｍ、25ｍ、34ｍ、容積率

300％のところでも27ｍ、29ｍ、38ｍということで用途地域ごとに

変わってきています。一方で、実情を見ますと、沿道の容積率とし

て同じ300％について土地利用の状況を見ますと、用途地域は住居

系、商業系と異なりますが、土地利用としては建物の用途は大差な

いといった状況も出てきているところでございます。そういった観

点から同じ容積であり、沿道沿いということもございますので容積

率300％の用途地域につきましては高さについて統一を図るという

ことで、考え方を整理させていただいたところでございます。 

森  委  員  今、お考えは伺ったのですけども、そういったものも踏まえな

がら、やはり地域ごとに特性を考えていただきたいと。やはり住居

に面した後ろが10メートルの道路、住環境に面した沿道ですとか、

この地図を見ましてもかなり落差があるところがありますので、や

はり10メートルと20メートルの隣接ですとか、10メートルの落差が

生じるというのはやはりかなりあると思うので、そういったところ

はご配慮いただきたいと要望させていただきます。 

小 西 会 長  今後検討するということですね。どうぞ、日野委員。 

日 野 委 員  森委員のお話に少し補足ではなくて、多分こういうことだと思

うのですけど、隣接していても低層地域は北斜というか日影規制が

あるので、そこに建物が建つとき、要は隣接地域に建物が建ったそ

の影が低層地域に及ぶ場合は、その低層地域の規制を背の高いほう

の建物が受けるので、たとえ隣接していても必ずしも全部の地域で

高い物ができるのではないと思うのですけれど、そのような理解で
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よろしいのですよね。 

河 原 田 幹 事  委員のおっしゃるとおりで、あくまでも絶対高さを決めている

ものであって、日影規制まで緩和するものではないので、高さが

そこまで行けたからといって、既存の日影規制までクリアするも

のではないので、日影規制のほうが厳しければ当然建物の高さも

低くなるということです。 

小 西 会 長  日野委員の説明で正しいということです。この件について。 

はい、志水委員。 

志 水 委 員  要望でございます。この高さ制限をやる部分、これは街並みの

統一感を図る、連続性を図る、基本的なアイデアだと思いますし、

それから総合設計制度とか中心地区はそれの例外を求めるというこ

とは、多様性を高めるための一つの手法だと思います。まちづくり

というのは、統一感ばかりでは退屈だし、多様性ばかりだと混乱と

いう街並みになるので、その調和を図る意味で、この基本的な考え

方は非常に細密な作業をされていると思います。ただ、非常に細密

なので、なかなかイメージとしては捉えにくいということでお願い

なのですけども、これを三次元的な表現で土地利用の色とそれから

絶対高さとそれから自由な場所とかそういうことをビジュアルに一

目見て大田区全体がこんなイメージになるよという一種の模型に近

い、容積率あるいは高さ制限いっぱいに建てたときに全体としては

どういうイメージになるよということが一目でわかるようなプレゼ

ンテーションをいつの日かやっていただけると非常に理解しやすい

という要望でございます。 

小 西 会 長  ぜひとも、お願いします。馬場委員、どうぞ 

馬 場 委 員  質問が１点なのですけれども、今回の絶対高さが決まるという

ことで、天空率とかそういうものの活用でももう絶対高さのほうが

強くなるという理解でよろしいのでしょうか。 

河 原 田 幹 事  そのとおりで、今、道路斜線とかというものが昔は簡単に道路

の幅員に対して高さが斜線的に決まってきたものが、今、天空率

というものの導入で、簡単に言うと道路に面している敷地の幅に

対して、空間があいていれば、その分真ん中のほうなど、高く建

てられるような、もっと複雑な計算なのですが、結構高く建てら
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れる傾向にあります。その辺を抑える意味合いもありまして、絶

対高さというものを導入しています。 

小 西 会 長  どちらもイエスでないとだめだということですか。 

西 山 幹 事  １点補足させていただきます。今、天空率ということでお話が

出まして、この制度を検討するに当たりまして、基礎調査を行いま

した。大田区の天空率の状況、おおむねの傾向といたしまして、平

成19年以降で見ると６階以上の建物の半分以上の建物が当該制度を

活用している状況で、ある程度普及しつつあるということがこの数

字の上からも読み取れるのかなと思っております。 

冨 田 委 員  先ほど、志水委員のほうからもお話がありましたけれども、何

か私もよくわからないというか、ピンとこない一人、いや委員はそ

ういう意味ではないのでしょうけども、絶対高さを設けることによ

って、大田区の町並みがどうなる、要するに大田区全体にとっての

メリット、それから大田区民にとってのメリットというのが、書い

てはあるのですが、いまいちこう私の気持ちにストンと落ちてこな

いなというのがあるのですね。そういうことを少し前提に置いた上

で、先ほど全部、これは指定地域があって、除外区域があって、特

例措置もあってということで、さまざまな本当に難しい中身を整理

していただいたのだろうなとは思うのですけども、他区で、既に新

宿で18年に導入しているということなのですが、そちらのほうのこ

の評価というか、については、多分今までの委員会その他で報告さ

れているかもしれませんけども、どうなのでしょう。調査や何かは

されているのでしょうか。 

西 山 幹 事  他区の導入されてからその後の導入の効果に関する趣旨のご質

問かと思いますが、その点につきましては詳細には確認して把握で

きていないところで申しわけございません。また、この制度は、建

てかえ時のときに効いてまいります。建物を建てかえる際にこの絶

対高さにより、原則としてその高さを超えて建てることができなく

なります。本制度が導入されてから何年かたって、より傾向も見え

てくるのかと思います。 

冨 田 委 員  先ほど、志水委員のほうから絶対高さを全部全域にしてしまう

とつまらない街並みになってしまって、また野放図にしてしまうと
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混乱のまちになってしまうというお話がありました。大田区は、そ

ういう意味では既に航空法その他でいわゆるある意味での絶対高度

というのはかなり高いかもしれませんが、あるのですよね。そうい

う中で、そのつまらないまちにするか、混乱のまちにするかの微妙

なバランスというのをこれ、やはり非常に大事だと思いますので、

これから素案が示されて区民の皆さんの意見が出てきて、またさら

にこの第二次素案と進んでいくわけですけども、その辺のバランス

を本当に今の区域除外の部分でいいのかということも含めて、しっ

かり今後の検討にしていただければと思います。 

小 西 会 長  ありがとうございました。佐藤委員。 

佐 藤 委 員  先ほどの森委員からも意見がありましたけど、私もこの絶対高

さの数字を見ますと、随分初期値のところでも高いなというそうい

う感想なのですが、事前資料２番の地図で幹線道路のところは高く

なっているという説明もありましたが、42メートルですね、 高の

絶対高さを設けている場所というのが、第一京浜沿い、また産業道

路の一部、八幡通り、それと池上駅周辺、それと大森駅の一部とい

うところがついているのですが、38メートルでもなくて42メートル

だとこの３カ所、いろいろ連続しているのですけど、３カ所、４カ

所のところになるのですが、ここがどうしてこういう高さ制限とし

て設けているのか、まずそれを教えてください。 

西 山 幹 事  今回高さ制限につきましては、150％の容積率から導入してまい

ります。容積というのは建物のボリュームも左右するものでござい

まして、用途地域に応じて、容積率が定められています。これから

導入しようとします高度地区につきましては、用途地域を補完する

制度という位置づけでございますので、用途地域の中で決まってい

る容積率にも配慮しながら、高さを算定していくことでございます

ので、この結果、商業500のところは、42メートルという高さが算

定されてきています。 

佐 藤 委 員  今の説明で言いますと、例えばこの大森駅周辺のところですね。

ここは、指定除外地域に隣接をする部分となっているのですが、商

業地域容積率500％ということで、この一部だけ指定されていると

解釈をしていいのですか。 



－- 31 -－ 

西 山 幹 事  大森のところの駅周辺につきましては、大田区の中心拠点の一

つとして重点的なエリアでございますので、高さ制限の指定エリア

から除いています。それに隣接していますエリアについては、500

の商業ということで導入しているということです。 

佐 藤 委 員  私はさっき38メートルと42メートルの違いを 初に聞いたので

すけど、それで隣接している地域というのはほかにもあるのですけ

ど、それでどうしてここだけ42なのかという話もぜひ答えてほしか

ったのですが、今の話だとよく理解できないのですが。 

小 西 会 長  では、もう一度お願いします。 

西 山 幹 事  こちらに用途地域の地図を配付させていただいております。こ

ちらの地図の中に色分けをしまして、その中に容積率というものが

表示されております。この42メートルのエリアにつきましては、用

途地域の指定に基づき容積が500、幹線道路に面するところが、指

定されている状況でございます。説明がわかりづらくて申しわけご

ざいません。 

佐 藤 委 員  それはわかりました。それで、先ほどもいろいろと議論が出て

いるのですが、この絶対高さがこの地域でこうなっているから必ず

そういう高さには日影規制などの問題もあるから、なるものでもな

いというお話もあったのですが、ただそれにしてもここまで引き上

げる、引き上げるというか今までなかったものもあるのですけど、

決めてしまうということは私はいろいろと問題が出てくるのかなと

感じています。それで、このきょうの都市計画審議会が行われるま

で、６回にわたって、冒頭でも説明がありましたけど、有識者会議

というものをやられていますが、この有識者会議を経て、今第一次

素案ができているということなのですけど、今回の素案は有識者会

議で出た意見を余すことなく網羅しているというとなかなかいろい

ろと問題があるとは思うのですけど、そういう意見の中でできてい

ると理解していいのですか。 

西 山 幹 事  これまで、６回の有識者委員会を開催してまいりまして、直近

で行きますと７月２日と23日に開催し、その際に委員のほうからご

指摘いただいた点について引き続き検討していく必要があるという

ことから、検討項目として２ページの表の下のところに書いていま
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す。区としても直近の意見も含めて、これまでの議論の中でいただ

いたものをまとめ上げたという次第でございます。 

 それから、補正につきましても地域の実情を踏まえて、この１ペ

ージ目の右にございます、単に容積で高さをもってそれで決めると

いうことではなくて、地域の土地利用の状況も加味しながら所要の

調整ということで補正し、お手元のほうに素案としてお示しさせて

いただいたという次第でございます。 

佐 藤 委 員  事前資料の２ページ目の指定対象区域、除外する区域というの

が出ていまして、こういうものを見ますと、例えば１番の除外区域、

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域という部分は

かなりそういう部分を取り入れた話かなと理解をしているのですが、

私も有識者会議の主な意見というものを事前にいただいて、見させ

てもいただいたのですが、例えば中高層建築物に関する紛争につい

てというところで、紛争の発生している場所を把握した上で問題を

整理するという作業が必要だという意見なんかも出されているので

すね。それで、紛争がいろいろと起きているという話は、先ほども

いろいろと意見が出ていますけど、この１番の除外地域に限らず、

大田区で言えば東南の地域といいますか、蒲田地域や大森地域など

でもいろいろと起きているのかなと理解しているのですね。 

 例えば、私は大森北三丁目に住んでいますけど、私はこの三丁目

の地域を見ると、今回絶対高さ制限が27メートルとなっているので

すが、27メートルのような建物というのはまずうちの地域では、私

の住んでいる地域ではないわけですよ。だから、高さ制限でこれ以

上は建たないよということを今回やろうとしているわけですが、せ

っかくやるのだったら、もう少し地域の事情を考えるという点で考

えれば、もっと細かく見ていく必要があるのではないかと感じてい

るわけですね。その辺のところも今、素案という形になっています

が、これからさらにきめ細かくやっていくのかということと、有識

者会議というのはやはり専門の皆さんでつくって、いろいろな専門

の意見を出されているということなのですが、今まで６回開かれて

いるわけですけど、今後も有識者会議を開きながらさらに、きめ細

かい案をつくっていくのか、その２点を教えてください。 
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西 山 幹 事  さらに地域の実情に応じた対応はどうなるのかというご趣旨の

質問が１点目かと思います。この取扱いにつきましては、基本的な

考え方としましては、事前資料１の１ページ目の５番のところ、都

市計画に地区計画という制度がございます。これは地域の皆様の一

定の合意のもとに定めるルールということになりますが、その中で

高さや高さ以外のルールも定めることができます。こういった制度

を活用していただくということも考え方としてあります。またこの

制度につきましての支援として、地域力を生かした大田区まちづく

り条例の中で、地区計画の策定の支援もありますので、活用しなが

ら進めていっていただきたいと思っているところでございます。 

 それから、あと今後の検討につきましては、この一次素案に対す

る意見をいただいて、また検討していくことになります。そこでま

た専門的な立場のご意見を頂戴しながら、内容を詰めてまいりたい

と考えているところでございます。 

佐 藤 委 員  今、地区計画というお話がありましたけど、今の話は理解はで

きるのですが、ただ冒頭の説明でも地区計画には時間がかかるとい

うお話を課長もされているわけですから、それがあるからもっと細

かいことはいいのではないかという立場には私はならないと思うの

ですよね。せっかくこういうものを大田区はつくっていくわけです

し、先ほど会長もこの大田区のこれからの街並みもこれに規定され

ていく、そういう計画だとお話もされていましたけど、そういう大

事なものになりますので、簡単に、簡単にではないですよね、時間

をかけて素案もつくってきたわけですけど、もう少しやはり多くの

皆さんの意見も聞きながら、おしりを決めないでいろいろな幅広い

意見と、地区ごとの細かい計画、計画といいますか、事情にあった

ような案をつくっていかなければいけないと思いますけど、その辺

についてはいかがですか。 

西 山 幹 事  こちら今後の進め方につきましては、繰り返しになりますが、

このたび第一次素案として、基本的な考え方を整理したものを数値

も含めてお出ししますので、今後説明会、パブコメにおいて意見を

聴いていく中で、区として考え方をさらに整理してまいりたいと考

えているところでございます。 
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佐 藤 委 員  ２ページ目の右下の検討事項というところで、先ほどこういう

ものをこれから検討していくのだということを具体的におっしゃら

れていますけど、私は今お話しさせていただきましたように、除外

する区域、また補正する場所というものを出されているのですが、

もっと地域の実情にあった計画といいますか、ものにしていかない

と、何というのかな、高さ制限をせっかくつくったのはいいのです

けど、それがかえって開発業者のお墨つきを与えるものになりかね

ないということが大いにあり得ると思いますので、この具体的な検

討事項に縛られずに、地域の実情に合った計画を細かく丁寧につく

っていくという観点をさらに進めていただきたいと思いますが、そ

の点についてはどうですか。 

西 山 幹 事  その点につきましては、繰り返しにもなりますけど、やはり制

度というのは規制のかかることですので、きちんと周知していくこ

と、説明会、パブリックコメントがありますので、そういった機会

をしっかりと設けて、回数等も充実させながら制度について区民の

意見等反映できるものは反映してまいりたいと考えております。 

中 井 委 員  今回、高度地区の第一次素案ということで大変な作業をされて

ご苦労されていることにまず敬意を表したいと思います。それで、

個別の地区の数字が大きいとか小さいというのは、これはこれから

地元の皆さんと協議を、協議というか、地元の皆さんの意見を聞か

れるわけですし、それからこの審議会の中にも個別の地域の事情に

詳しい委員の皆さんもおられるでしょうから、私は個別の話ではな

く、全体の話を三つほどお伺いしたいと思います。 

 一つは、一番目は初期値をどうやってこれは出しているかという

のが、結構重要な問題なので、ここで逐一これはこういう計算式で

出しましたというご説明は要らないと思いますけれども、大きな何

か初期値の考え方をここに確かに高さ制限によって指定容積率が実

現できないという事態が生じないと書いてあるので、これをそのま

ま読むとこれはマックス値かなと思うのだけれども、数字を頭の中

で簡単に計算すると地域によっては初期値が甘そうに見えるものも

確かにあるし、地域によっては初期値が結構厳しそうに見えるもの

もあるのですね。なので、全体的にこの初期値をどういう方針で出
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されているのかというのをもう少し説明していただければというの

が１点目です。 

 それを地域の事情に合わせて補正されるというのは全くそれは結

構だと思いますので、ぜひ地域の皆さんなり個別の事情で補正され

たらよろしいのかなと思っております。ただし、その初期値の出し

方によっては、補正の方向もある程度縛りを受けるのは当たり前で、

これ以上は建たないはずだという意味での初期値であれば、情報の

修正というのはあり得ないわけですよね。ですから、やはり初期値

がどういう考え方、標準的にこれぐらいなので、プラスもマイナス

もあるのだよということであれば、プラス１だとかマイナス２だと

かという、マイナスは地域の人によっては幾らでもいいということ

なのでしょうけど、そことの関係で初期値は割合と重要な数値なの

で、もう少しご説明いただければなと思いました。１点目です。 

 ２点目は、既存不適格です。きょうの資料によると、既存不適格

は大体５％ぐらいという理解でまずよろしいのかと思うのですけど、

これは母数が４階建て以上の建物なのですよね。そうではなくて、

母数が全体のときの既存不適格の棟数の割合というのを教えていた

だきたい。これは、別にそれどおりやらなくてはいけないというわ

けではないのですけれども、一般的に東京都では大体１％とか多く

ても２％、３％といっているのですね、この種のものを決めるとき

には。なので、母数がこれは少し小さ目に出ているはずなのだけど、

それにしても５％というのはかなりの数値なので、そこはもともと

他のところとの横並び比較をするためにも、母数幾つに対して既存

不適格がこれぐらいですよというのをぜひ示していただきたいと思

います。 

 それから３番目は、特例措置のところで、この１回に限り建てか

えオーケーというのは割とほかのところでも採用されているところ

もあるので、こういう考え方はあるのかなと思います。これは、た

だなぜそれが、そういうことが特例になるのかというのがよく、や

はりもう一回きっちりと検討したほうがいい。これは、もともとそ

こに長く住まわれていて、地域の方のコミュニティの中の一員とし

して、そういう建物がもうあるのだからそれを建てかえるときには、



－- 36 -－ 

お認めしてはどうかというのがもともとの趣旨だと思うのですね。

その辺はやはりきっちりと確認をしたほうがいいのかなと思うのと、

だから、１回建てかえについては、私は余り反対ではないのですけ

れども、慎重に検討していただきたいのは、この優良な建築計画の

ほうなのですね。これは、きょうここにお示しいただいたものだけ

では、私もすぐいいとか悪いとかなかなか言いにくいので、ただ絶

対高さ制限の範囲というのは決めているわけですよね。1.何倍まで

は認めますと。どこの区もこれは非常に苦労するところなのですけ

れども、例えば住居系だと初期値の値にもよるのだけど、1.5倍と

いうと結構、大体1.5倍ぐらいふえると紛争が起き始める数値なの

ですよ。なので、それをよくお考えになって、これは１か1.5とい

う話ではなくて、多分間のものもひょっとしたら貢献の度合いによ

っては、中間的なものというのもひょっとしたらあるのかもしれま

せんけど、1.2とか。ただし、1.5とか、商業地域で２というのはあ

る意味そういうものはありなのかなという気もするのですけど、も

ともと特例で抜いてしまっているところもありますよね。だから、

そういったことのそのバランスも考えられて、これは個別敷地が大

きい物に限り、あるいは市街地環境に貢献の度合いによって緩和を

するという特例措置なのだけど、敷地規模の大きいものというのは、

突然予想もしないところで出てくる可能性があるので、それはよく

慎重に検討されたほうが私はいいと思いました。ただ、ここまでか

なり調査、詳細なものに基づいて検討されているので、もう少しそ

の作業を続けていただければと思います。お答えできるものだけで

結構です。 

小 西 会 長  ありがとうございました。初期値の算定については、大もとと

なる考え方ですね。 

中 井 委 員  そうですね。細かいところは結構です。 

小 西 会 長  あとは、母数の話なのですが、今ありますか。 

西 山 幹 事  それでは、前半の二つの部分についてお答えさせていただきま

す。初期値の算定の考え方ということでございます。この初期値の

算定の仕方は、実は統一的なというか絶対的なというものはござい

ません。その結果、各区の指定の値もまちまちだということになっ
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てきているのです。区によりましては、そのまま単に指定されてい

る建ぺい率で割り返したりするところもあるのですが、大田区の場

合は４階以上の中高層の建築物の標準的な建ぺい率として、各階の

容積を出しましてそれを割り返してならしているということで、実

態の建築を踏まえて指定容積を標準的建ぺい率で割り返していると

ころでございます。それから、その上で先ほど用途ごとにと申し上

げました住居系のほか、商業系、工業系、大きく三つの用途区分が

ございまして、データを見ますと階高について住居系より商業系で

すとか、工業系のほうが高くなっている為、工業系、商業系につい

ては配慮しています。 

 それから、あとは容積に不算入される床面積というものもありま

すので、これらも加味しながら、初期値を算出したというのが１点

目でございます。 

 それから、もう１点目の既存不適格建築物を４階以上ということ

でこれは出しておりまして、その結果５％前後になるわけですけれ

ども、これは仮に調査時点のものでいきますと、１階から含めます

とトータルで大田区内、この調査時点で13万1,627、131、627とあ

りまして、これを分母にいたしますと、分子が243ということで割

合を単純に出しますと、0.18％。 

中 井 委 員  それはでも、一低層とかも入っているのでしょう。そこは抜か

ないとだめですよ。 

西 山 幹 事  そうですね、失礼しました。一低層とかが入ってしまっていま

すので、全体で今すぐ出るのは、0.18になります。失礼しました。 

中 井 委 員  数字は計算しておいてください。 

西 山 幹 事  それはまた調べられますので、またやっておきます。申しわけ

ありません。 

小 西 会 長  除外した区域を除いて、母数を出せば答えが出ます。 

西 山 幹 事  除外した区域を除いてということで、全部入れてしまいました。

失礼しました。 

小 西 会 長  一番わかりやすい、是正に要するパーセントが出てくるから、

多分それが一番いいのかな。とりあえず幹事者に任せますので、今

言った質問の趣旨に合った数値を出していただければと思います。 
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 あとはよろしいですか。 

中 井 委 員  例えば、共同住宅については容積不算入面積というのは 近非

常にふえているので、ここの200とか書いてあっても、実態として

は300ぐらいのものがつくれてしまうわけですよね。だから、そう

いうこともきっちりと加味した上で初期値を計算されているという

ことであればよろしいかなと思います。 

小 西 会 長  ありがとうございます。よろしいですか。 

それでは、中西委員お願いします。 

中 西 委 員  時間もなくなってきましたので、質問というよりは意見ですけ

れども、まず非常に緻密な作業をされているなと思いますので、そ

こはお疲れさまです。 初に、議論になりましたように統一的にす

るのか、少し多様なものを許容するのかというバランスをとるとき

に、このやはり特例というものが非常に効いてくるし、しかも制度

をつくった後は特例の運用が恐らく区の方にとっても負担になる部

分かなと懸念するところです。その意味では、そもそもベースにし

た用途地域の指定がなかなか大きいので、どうしても数字が大きく

なりがちなのではないかなという気がしているのですけれども、地

域の実情を見て下げているところもありますけれども、個人的な意

見としてはそこをもう少しふやすぐらいに抑制的にしたほうがその

特例で優良な地域とか優良な建築計画を導く 初のインセンティブ

になりますので、今から難しい部分もあるかとは思いますけれども、

もし見直すことが可能であれば第二次素案などで少し検討いただけ

ればと思います。 

 それから、そういう意味では結局特例の運用をどうするかという

話で、それは先ほどの中井委員のご意見の 後の部分とかぶるので

すけれども、特に３の結局総合設計制度にひっかけるということで

すよね。まずこれは一つだけ簡単に質問なのですけど、東京都の関

係する総合設計制度の部分とそこのところは大丈夫なのですね。区

のほうの全部運用にできるということでよろしいですか。敷地面積

が大きいものとの範囲だと認識しているのですけれども。 

西 山 幹 事  具体的な、まだ素案の段階ということで、今後導入に当たりま

して詳細に検討してまいりますので、東京都の制度関係も調整しな
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がら異論のないようにやってまいりたいと思っております。ありが

とうございます。 

中 西 委 員  はい、わかりました。その意味では、この優良な建築計画とい

うのが、言っては何ですけれども、緑地をとって壁面後退すればイ

コール本当にそれだけで優良なのかという根本的な問題がそこにあ

って、その意味では慎重に判断しなければいけない部分というのが

かなり出てくるはずなのですね。そこを判断できるのは結局ここで

は上位計画との整合というところだけなのですけれども、マスター

プランや景観計画もどう判断するかというのが非常に曖昧な部分で

難しいだろうと思うので、そうなるとさかのぼって７ページの左下

の検討事項が結局大事になってきますよね。どうやって特例を判断

するか。この特例の判断というのは、結局④だけではなくて、③に

ついても非常に大事だと思いますので、決して④の区長の許可によ

るところという意味だけではなくて、③のほうも慎重に考えていた

だきたいと思います。意見です。 

小 西 会 長  今の時点で、幹事のほうで考え方がありますか。 

川 野 幹 事  この特例のところについては、私どもも非常に慎重を期して検

討していこうと思っていますので、あえてこういう検討事項という

形で書かせていただいております。これまでご指摘をいただいてお

りますとおり、大規模開発であっても地域貢献をするものであれば、

積極的に認めていこうということも考えとしてはあると思っており

ます。高層建築物や大規模な建築物は、公共空間にも大きな影響を

与えますので、それで地域の価値の向上に寄与する、社会貢献とい

う意味でも意味があると思いますので、そういったことも踏まえな

がら、また今回は先ほど、どういった地域でという話もございまし

たが、この絶対高さについては全国的に見ても、開発動向が強い政

令指定都市とか、23区でかなり今導入をしておりますし、導入検討

をしているところもありますので、そことの情報交換もしながら、

大田区に合った形での特例の考え方についても、これからより検討

を重ねてまいりますので、二次素案までにはまた新たにご提案をさ

せていただけると考えてございますので、よろしくお願いいたしま

す。 



－- 40 -－ 

小 西 会 長  ありがとうございました。 

 では、森委員。 

森  委  員  あと、３ページ目の図のところなのですけど、今準工と、この

一般の住宅よりも商業と工業が高く設定をされているということで、

本当に蒲田ですとか、駅中心部は本当によりこれから羽田空港の玄

関口として高い建物なども発展が望まれるという計画はもちろん応

援をしてセッションをしていくべきだと思うのですけれども、今工

業地に対して高い設定がされているというものが、平和島ですとか

本当に大型倉庫街とまた住宅と近い工業地は違うという思いもあり

まして、いかに大田区が今後ものづくり、工業集積を守っていくか

という視点においては、工場がどんどん失われて大型マンションに

建てかわっているということを区がどのように工業集積を守ってい

くかという視点もこの計画には盛り込まれるべきではないかと思う

のですけれども、それについてはどのようにお考えでしょうか。 

西 山 幹 事  今、高度地区において産業振興といいますか、工業振興の観点

をどう盛り込んでいくかとそういった趣旨のお話でございましたけ

れども、産業経済部のほうで企業立地促進基本計画を立てながら、

工業、ものづくりの維持促進ということで並行で進めているところ

でございます。また、高度地区におきましては、その一方でそれぞ

れの工業系という用途がございますので、そういった用途にも配慮

しながら高さを算定してきたところでございます。あと、土地利用

の方向、特に工業ですとかは敷地も大きくなりますので、産経部と

も情報連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えています。 

森  委  員  ぜひ、工場が失われて大型マンションになっているという、本

当に現状を見ていただいて、計画に生かしていただきたいと要望さ

せていただきます。 

小 西 会 長  わかりました。はい、伊藤委員。 

伊 藤 委 員  先ほどからお話を聞いていて、私はこういうものは学識の先生

たちがこう中身を詰めたのだろうなと思ったら、どうもそうではな

くて、役所のほうでつくっているというのが見えて、中井委員があ

れだけこう中身を突っ込んで聞くということは、今までそういう相

談をしないでこういう数字を出したのかなと、少し驚いているので
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すけれども、そういう面ではやはり幹事者のほうに聞かなければい

けないのですけど、この計画をつくって一体何を目指しているので

すか。よく見えないのですけど。 

西 山 幹 事  これにつきましては、繰り返しになりますが、１ページの２番、

目的のところにあります住環境への配慮、観点からそういった悪化、

高さに伴う紛争を未然に防ぐことを目的としまして突出した建物を

抑制することを目的に導入を図っていくという考え方でございます。 

伊 藤 委 員  そうすると、幹事者は高い建物は悪だと、環境を悪化させると

考えるわけですね。 

西 山 幹 事  単純に悪だということではございませんが、低いものと比較い

たしますと周辺環境に与える影響というものはあるのではないかと

いうことで考えております。 

伊 藤 委 員  もうそれは何回も今までずっとやりとりをしていたのですけど

も、全然納得できる答えをいただけないのでもうこの話はこれで終

わりにしますけれども、先ほど志水委員がおっしゃったように地域

の中にいろいろな建物があっていい、地域に合った建物があってい

いのだという思いが私もしています。それだからこそ、今まで用途

地域みたいなものがあって、その考え方の中で一つの制限ができて

きていたのではないかと。私はそれが今うまく機能していると思っ

ているのですね。それなのに、その上にこの高さ制限、絶対高さ制

限をつける理由というのがまだ全然納得ができていないのです。こ

れをやらないと、今の制限の丈では悪いことが起きてしまうよとい

う例も一つも示されていません。このことをやることで、こういう

すばらしい大田区ができるのだと明確に見ることもできない状況な

ので、まだこの中身に入る前の段階なのかなと私は思ってきょうは

聞いていました。初めて来たので、まだそこら辺までしか理解でき

ていないので、これからこの計画を進めるべきなのかどうかから、

まず考えさせていただきたいと思っております。以上です。 

小 西 会 長  今のは意見の表明ということで、はい。 

日 野 委 員  済みません。時間もないところで申しわけないです。非常に細

かいことで申しわけないのですが、先ほど都のほうからの要請で補

助２９号というところで、大きい道路ができますよというところと、
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今回のこの地区計画で建物の高さを変えますというのとは、ほぼリ

ンクしていないかと思っているので、この辺の計画とかができたり

したらまた変わるのですよということがあるかと思うので、そうい

う変わるタイミングはどう考えられているのかというのは気になる

ところかなと思っております。それは、自分が実務者として思って

いるのが、結構こういうものが決まってしまうと、余りなかなか変

わらないので、そうすると委員の方が心配されている実情に合わせ

たということに行政のほうがすぐに対応しているのかというところ

にもなってしまうのかなという気がするので、その辺は検討してい

ただきたいという意見と、もう一つ済みません。 

 意外と皆さん、これを見て高い高いとおっしゃるのですが、実務

者としてはここまで高い建物は大田区でつくりにくいのですね。と

いうのは、道路が狭いので道路の高さで容積が結構抑え込まれてい

るので、なのでこれを見て25メートルの高さというのは、意外と建

物にすると５階も行くか、そんな感じとか。30メートルを超えても

駐車場とかいろいろつくったとしても７、８階みたいな感じだった

りとかしたりして、何というのですかね、それをでは大田区で実際

建てましょうといったときに、全然建てられる用地がないというか、

もちろんこの三角地帯と言われているところとかが、集積して皆さ

んが集合住宅になってもいいですよという話で、土地をぐっとまと

めてとなってくると話は違うかと思うのですけれども、結構細街路

というものが多いので、これは結構マックスのちょっと上をいくよ

うな感じで設定されているのではないのかなという印象は受けてお

ります。済みません、余計なことかもしれませんけれども。以上で

す。 

小 西 会 長  幹事者の回答が要りますか。 

日 野 委 員  要らないです。 

小 西 会 長  時間は、押し詰まっているのですけれども、今大事な話なので、

この際、ご意見がありましたら全部承りたいと思っておりますが、

委員の皆様のご意見・ご質問は大体出尽くしたでしょうか。 

 それでは、この第二号議案についての諮問についての取扱いを定

めたいと思います。さまざまなご意見がありますので、賛否採決し
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たいと考えます。「第二号議案については、諮問のとおり定めるこ

とが適当である」とお考えの委員の方、挙手願います。 

（賛成多数） 

事  務  局  賛成11名で、今井委員も賛成ということなので12票でございま

す。 

小 西 会 長  今井委員にはそのようにお言づけをいただいております。 

 それでは、賛成多数によりまして、「第二号議案については、諮

問のとおり定めることが適当である」旨、答申することに決定いた

します。 

 以上で、本日の会議を終わりたいと思います。皆さんご協力あり

がとうございました。 

午後４時９分閉会 
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